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等級マスター 

概要 

設定を終えると…
・出張精算、海外出張精算（オプション機能）で、等級ごとに設定した日当、宿泊費が
自動的に反映されるようになる
・宿泊費が実費精算の場合、等級ごとに設定した宿泊費限度額で宿泊費がチェック
されるようになる

各申請、精算で使用するユーザーの「等級」を登録します。

≪前提≫　等級マスターの使用イメージ  

①等級ごとに「日当」を設定する場合
等級ごとの日当を設定する場合は、［等級マスター」で等級を作成後、「日当マス
ター」で等級ごとに日当金額を設定します。
そして「ユーザーマスター」で等級を設定すると、申請時、明細の日当欄に申請者の
等級に応じた日当金額が自動算出されます。

関連するマスター

ユーザーマスター 日当マスター

▼POINT
等級ごとに日当や宿泊費に差がない場合、「社員」など、全ユーザーに共通で設定
するものをひとつだけ作成してください。
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②等級ごとに「宿泊費」を設定する場合
※「宿泊費」は出張精算、海外出張精算（オプション機能）でのみ利用可能です。

等級ごとに宿泊費を設定する場合は、「等級マスター」で等級を作成し、宿泊費の金
額設定を行います。
そして「ユーザーマスター」で等級を設定すると、出張精算時、明細の宿泊費欄に申
請者の等級に応じた宿泊費が自動算出されます。

関連するマスター

ユーザーマスター

▼POINT
「日当」「宿泊費］以外に、等級ごとに「仮払限度額」も設定可能です。  
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設定手順（画面登録）  

1. ［マスター］タブ＞［等級］   をクリックします。  

2. ［設定区分］を［等級設定］にした状態で、右上の［新規登録］をクリックします。  
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3. 必須項目を入力し、［登録］をクリックすると等級の作成が完了します。

項目名 桁/文字
数

入力規則 補足

コード 3 数値 新規作成時に自動採番されるが、任意の等級コードも入力可
※入力規則が「数値」となっているものは 001、1ともに1とみなす。

等級名 20 文字 任意の等級名

等級マスター 

①等級ごとに「日当」を設定する場合・・・手順 4
②等級ごとに「宿泊費」を設定する場合・・・手順 5～手順8
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5. ②等級によって「宿泊費」を設定する場合
　手順3の画面で等級ごとに金額を設定し、［登録］をクリックすれば完了です。  

等級マスター 

4. ①等級ごとに「日当」を設定する場合
日当マスターで等級ごとに日当金額を設定します。
　※詳しい設定方法は「日当マスター」をご確認ください。

▼POINT
日当が発生する場合は、等級マスターの登録が必須となります。
日当のパターンに応じて等級を作成してください。

▼POINT
同じ手順で等級に応じた「仮払上限額」も設定可能です。

項目名 桁/文字
数

入力規
則

補足

出張精算
宿泊費

7 数値 等級に応じた出張精算での宿泊費を入力

海外出張精算
宿泊費

7 数値 等級に応じた海外出張精算での宿泊費を入力

宿泊費限度額
出張精算、海外出

張精算

7 数値 宿泊費が実費精算で、限度額が決まっている場合、
等級に応じた出張精算および海外出張精算での宿泊費
の限度額を入力
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6. 「等級」と「用件」によって「宿泊費」を設定する場合

（例：「一般職」  且つ「政令指定都市への出張」など）

手順2の［設定区分］を［用件別設定］にした状態で、右上の［新規登録］をクリックし

ます。

7. 手順3で作成した［等級］と［宿泊種別］に表示する項目として設定した［用件］を選
択します。
※用件は「用件マスター登録」でご確認ください。

8. ［等級］、［用件］に応じた［宿泊費］を設定し、
　登録をすれば完了です。

等級マスター 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等級マスター 

≪補足≫　宿泊費限度額を超過した精算を許可する設定  

宿泊費限度額を設定しない［宿泊種別］を登録することで、宿泊費限度額を　超過し
た精算を行うことが可能になります。

【超過精算の許可設定を行っていない場合】

【超過精算の許可設定を行った場合】

▼POINT
承認者が伝票を確認
する際、超過精算して
いることが、［宿泊種
別］を見れば分かりま
す。

宿泊費限度額を超過した宿泊費を登録しようとした際に、アラートが表示され、
明細の登録ができません。

宿泊費限度額が設定されていない［宿泊種別］を選択すれば、宿泊費限度額を
超過した宿泊費の登録も可能になります。
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等級マスター 

≪補足≫　ガソリン代の登録  

1.  等級マスターで「ガソリン代」を設定することが可能です。
  手順6同様に［マスター］タブ＞［等級マスター］を選択し、
［設定区分］を［用件別設定］にした上で［新規登録］をクリックします。

2. 手順3で作成した［等級］と該当の［用件］を選択します。
　※用件は事前に登録が必要です。（「ガソリン代」など）

3. 等級に応じたガソリン代を設定し、登録をすれば完了です。

▼POINT
・ガソリン代は1Kmあたりの
単価となります。
※小数点を含む7桁(整数最
大7桁、小数最大2桁)で登
録。
・ガソリン代の登録には等級
の設定が必須です。
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等級マスター 

明細画面への反映イメージは以下です。（ 1km単価20円の場合）

▼［交通費精算］明細入力画面

［用件］で設定したものを選択し
ます。
（ここでは「ガソリン代」で設定し
ております）

［距離］を入力します。

［金額］の欄をクリックすると、距
離と単価から自動で金額が算出
されます。


